
　６月に提出いただきました「児童手当等現況届」について、世帯状況や所得状況を審査し、
その結果を次のとおり取り扱いしますのでお知らせします。
　現況届が未提出の方、書類不備の方は、6 月分以降の児童手当の支払いができませんので
至急手続きをお願いします。

　「さかほぎなう」は坂祝町で頑張っている方をお招きし
紹介する、地元応援番組です。この番組を聞いてくれた
皆さんが元気になって、より坂祝町を愛してくれること
を目的に行っています。
　坂祝町でボランティア活動・飲食店等をされており
PR をしたい方はぜひ出演してみませんか？
　例としては、始めようとしたきっかけ・どんな活動を
しているか等自分が PRしたいことを話していただいて構いません。少しでも坂祝町の良さ
をアピールすることができる場でありたいと考えています。
　多くの皆様のご応募お待ちしております！！
※月１回の番組となっておりますので希望の月に出演していただくことができない場合がありますのでご了承ください。

「さかほぎなう」毎月第3火曜日 午後6時～6時20分まで放送しています。

1 1月15日（日）に予定されておりました「第 2 2 回さかほぎ町民まつり」
及び「第25回福祉・健康フェスティバル」は、新型コロナウイルス感染症の
流行に伴い、来場される方の安全を配慮した結果中止とします。
ご理解いただきますよう宜しくお願いします。

　　　　　　　　　　　　 　さかほぎ町民まつり実行委員長　柴山 佳也

　令和 2年 5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった場合に国民
年金保険料の免除申請が可能となりました。
　手続きの方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ（https://www.nenkin.go.jp）に
掲載しております。

　この教室では、簡単な調理方法で、バランスのとれたメニューを栄養士から教えてもらい、
参加者で調理し、試食します。
　料理初心者の方や男性、料理が億劫になってきた方なども、栄養士や食生活改善推進員の
方のお手伝いが受けられるので、気軽にお申し込みください。

日　　程：令和 2年  9月17日（木）、10月15日（木）、11月 5日（木）、12月10日（木）
時　　間：10：00 ～12：30　　
場　　所：坂祝町中央公民館調理室
費　　用：300円（１回につき）
持 ち 物：マスク、お茶、箸、スプーン、エプロン、三角巾、ふきん3枚
対　　象：65歳以上の方　12名程度（送迎 要相談）
申込締切：9月10日（火）
※申込者 6名に満たない場合、新型コロナウイルス感染状況が悪化した場合は中止とします。


